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報告説明書

【内容】

■　道路運送法（抄）

(変更登録等)

■　道路運送法施行規則（抄）

(法第七十九条の七第一項の事由)

東京2020オリンピック聖火リレーに伴うコミュニティバスの一部運休に
ついて

　令和２年４月13日（月）の東京2020オリンピック聖火リレーに伴い、周辺道路で交通規制が
実施されますので、別紙のとおりコミュニティバスを一部運休することとしたい。ただし、中
止等により交通規制が実施されなかった場合は、通常どおり運行いたします。

第五十一条の十二　法第七十九条の七第一項の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、次のと
おりとする。

一　運行している路線に係る道路又は橋梁の損壊等により、当該道路又は橋梁を安全に通行するこ
とができなくなつたこと。

二　前号に掲げるもののほか、道路法、道路交通法その他の法令の規定により、運行している路線
に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと。

　なお、聖火リレーに伴うコミュニティバスの一部運休は奈良運輸支局への届け出は行わなく
てよいことを確認しております。

第七十九条の七　第七十九条の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」という。)は、第七

十九条の二第一項各号に掲げる事項の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするとき
は、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、路線を定めて行う自家用有償
旅客運送につき天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において自家用
有償旅客運送自動車を運行することができなくなつた場合に、当該路線において自家用有償旅客運
送自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線と異なる路線により自家用
有償旅客運送を行う場合において合理的に必要となる変更については、この限りでない。



運休ルート名 運休便名 運休停留所及び発着時間

　（別紙）

運休日

4月13日
（月）

真美ヶ丘・穴虫ルート 第２便
総合福祉センター発（10：02）⇒すみれ
野経由⇒総合福祉センター（10：51）

- 1 -

　路線図・時刻表


